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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の閉空間が並置された基板と、該閉空間に内包された複数の粒子と、該閉空間に入
射した光を反射する反射面を備え、該複数の粒子が、該閉空間内で、拡散して該反射面を
遮蔽する位置と、集積して反射面を露出する位置との間で移動して、反射光の強度を変化
させることにより、明暗の表示状態を形成する表示装置であって、
　該反射面の少なくとも一部は、該複数の粒子が反射面を露出する位置にあるときに、入
射光を指向性を有して拡散反射し、該指向性を有する拡散反射の光強度の角度分布は、
　（１）複数の粒子が集積する位置への反射光量が、反射面を等方拡散反射面と仮定した
ときの複数の粒子が集積する位置への反射光量と比較して小さく、かつ
　（２）複数の粒子が集積する位置以外への反射光量が、複数の粒子が集積する位置への
反射光量よりも大きい
　角度分布であることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　複数の閉空間が並置された基板と、該閉空間に内包された複数の粒子と、各閉空間を基
板面方向に互いに分割する隔壁と、該閉空間に入射した光を反射する反射面を備え、該複
数の粒子が、該閉空間内で、拡散して該反射面を遮蔽する位置と、集積して反射面を露出
する位置との間で移動して、反射光の強度を変化させることにより、明暗の表示状態を形
成する表示装置であって、
　該反射面の少なくとも一部は、該複数の粒子が反射面を露出する位置にあるときに、入
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射光を指向性を有して拡散反射し、該指向性を有する拡散反射の光強度の角度分布は、
（１）隔壁への反射光量が、反射面を等方拡散反射面と仮定したときの隔壁への反射光量
と比較して小さく、かつ
（２）隔壁以外への反射光量が隔壁への反射光量よりも大きい
　角度分布であることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記反射面は、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い一部の反射面での指向性が
、その他の反射面での指向性よりも強いことを特徴とする請求項１または２記載の表示装
置。
【請求項４】
　前記反射面からの光強度の角度分布は、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い領
域で、法線方向に対して、複数の粒子が集積する位置または隔壁から遠ざかる方向に偏っ
た非対称な分布であり、それ以外の領域では、法線方向に対して対称な角度分布であるこ
とを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項５】
　前記反射面が互いに異なる反射特性を有する複数の反射面に分割され、分割された各々
の反射面の光強度の角度分布は、複数の粒子が集積する位置または隔壁から離れるにつれ
て、指向性に関しては強から弱に段階的または連続的に変化し、非対称性に関しては強か
ら弱または無に段階的または連続的に変化することを特徴とする請求項４に記載の表示装
置。
【請求項６】
　前記反射面は、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い領域で鏡面であり、それ以
外の領域では拡散反射面であることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項７】
　前記反射面の、前記複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い領域の少なくとも一部
が、前記複数の粒子が集積する位置または隔壁に向かって上り方向に傾斜したことを特徴
とする請求項３または４記載の表示装置。
【請求項８】
　前記基板の少なくとも一部が透明であり、前記反射面が半透過性であり、該基板の下側
に光源を具備することを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項９】
　観察者側に前方散乱層を設けたことを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記複数の粒子が、黒色であることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記隔壁が、前記複数の粒子と同じ色であることを特徴とする請求項２記載の表示装置
。
【請求項１２】
　前記閉空間の各々に一対の電極が配置され、少なくとも一方の電極の表面が前記反射面
の少なくとも一部をなすことを特徴とする特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記閉空間の各々にカラーフィルターが配置され、該カラーフィルターが前記反射面の
上にあることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記閉空間の各々に一対の電極が配置され、少なくとも一方の電極が透明で前記反射面
の上にあることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記閉空間の各々にカラーフィルターが配置され、前記カラーフィルターが、前記反射
面と前記透明電極との間に配置されることを特徴とする請求項１４記載の表示装置。
【請求項１６】
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　前記複数の粒子が、帯電した粒子であり、絶縁性の液体中に分散されて前記閉空間に内
包されていることを特徴とする請求項１または２記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子を移動させることにより表示を行う表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、粒子を移動させることにより表示を行う表示装置（以下粒子移動型表示装置とい
う）の一例として、電圧印加によって帯電泳動粒子を移動させることにより表示を行うよ
うにした電気泳動表示装置についての研究が盛んに行われている。
【０００３】
　ここで、このような電気泳動表示装置は、所定間隙を開けた状態に配置された一対の基
板と、これらの基板の間隙に配置された絶縁性液体及び帯電泳動粒子と、絶縁性液体に近
接するように配置された一対の電極とを備えたものであり、液晶表示素子に比べて表示コ
ントラストが高い、視野角が広い、表示にメモリー性を有する、バックライトや偏光板が
不要である等、種々の特徴を有している。
【０００４】
　しかし、この電気泳動表示装置は入射した外光を反射させて表示を行うものであるため
、外光の照度が弱い場合、例えば屋内や夜間において使用する場合には、入射する外光が
少ないために表示が非常に暗くなり、視認性が低下する欠点がある。このため、電気泳動
表示装置では、入射した外光を効率良く反射させるように反射率を高める必要がある。
【０００５】
　電気泳動表示装置と同様に入射した外光を反射させて表示を行う方式の反射型液晶表示
素子においては、視野角の拡大を維持するとともに反射率を高めるため、各画素の反射電
極に、入射した外光に対して指向性を有する部分と鏡面性を有する部分とを設けるように
したものが特許文献１に提案されている。
【０００６】
　このように構成した場合、入射した外光のうち、鏡面性を有する反射電極の部分に入射
した光は反射電極により正反射されて液晶セルの外に全て出射するので反射率が高く、コ
ントラストを向上することができる。また、指向性を有する反射電極の部分に入射した光
は、反射電極により散乱され、散乱方向に出射するので出射角度が広くなり視野角の拡大
を維持することができる。
【０００７】
　電気泳動表示装置にも、このように光を反射させるための構成を採用するようにすれば
反射率を高めることができる。図１３は、このような従来の反射型液晶の散乱層を電気泳
動表示装置に用いた場合の一つの画素の構成を示すものである。なお、同図において、（
Ａ）は画素の平面図、（Ｂ）は画素のＸ－Ｙ断面図である。
【０００８】
　同図において、１Ａ、２Ａは所定間隙を開けた状態に配置された第１基板及び第２基板
であり、これらの第１及び第２基板１Ａ、２Ａの間隙に配置された閉空間内には絶縁性液
体３及び複数の帯電泳動粒子４が充填されている。２５、２６は絶縁性液体３に近接する
ように配置された第１電極及び第２電極であり、これらの第１電極２５及び第２電極２６
の間に電圧を印加し、帯電泳動粒子４を第１電極２５の側または第２電極２６の側に移動
させることにより、表示を行うように構成されている。
【０００９】
　なお、１２は第１電極２５と絶縁性液体３の間に配置された等方散乱層、７Ａは第１及
び第２基板１Ａ、２Ａの間隙を複数の閉空間に仕切るための隔壁であり、係る隔壁７Ａに
よって仕切られた各閉空間が各画素に対応する。従って、隔壁７Ａは、画素境界部に第１
基板１Ａ及び第２基板２Ａの間隙を仕切るように配置される。また、各電極２５，２６が
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絶縁性液体３と直接接触しないよう、各電極２５，２６の表面は適宜、不図示の実質的に
絶縁性の材料によってその表面が被覆されている。そして、この電気泳動表示装置におい
て、第１電極２５が反射層を兼ねている。
【００１０】
　ここで、同図は、明表示時の状態を示しており、この状態のとき、帯電泳動粒子４は第
２電極２６近傍の領域に集積し、破線で囲んだ光吸収部１３を形成している。そして、こ
の状態のとき、例えば、基板面法線方向から、画素中央部もしくは光吸収部１３近傍に入
射した光８Ｍは、まず等方散乱層１２により等方に散乱される。その際、散乱した光の一
部は第１基板方向に進行し、反射層を兼ねている第１電極２５により反射され、再び等方
散乱層１２により等方に散乱される。その結果、入射した光８Ｍは反射光９Ｍとなる。
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－１０９３９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、このような反射層を備えた電気泳動表示装置において、光吸収部１３近傍に
光が入射すると、この入射した光の反射光９Ｍの一部は光吸収部１３に存在する帯電泳動
粒子４により吸収され、明表示時の反射率が低下することがある。更に、図１３のように
、第２電極２６が隔壁７Ａ近傍に形成されていたり、或いは隔壁表面に形成されている場
合には、光吸収部１３と隔壁７Ａの位置が近接するため、これら両方の吸収によって、明
表示時の反射率が低下することがある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、
　複数の閉空間が並置された基板と、該閉空間に内包された複数の粒子と、該閉空間に入
射した光を反射する反射面を備え、該複数の粒子が、該閉空間内で、拡散して該反射面を
遮蔽する位置と、集積して反射面を露出する位置との間で移動して、反射光の強度を変化
させることにより、明暗の表示状態を形成する表示装置であって、
　該反射面の少なくとも一部は、該複数の粒子が反射面を露出する位置にあるときに、入
射光を指向性を有して拡散反射し、該指向性を有する拡散反射の光強度の角度分布は、
　（１）複数の粒子が集積する位置への反射光量が、反射面を等方拡散反射面と仮定した
ときの複数の粒子が集積する位置への反射光量と比較して小さく、かつ
　（２）複数の粒子が集積する位置以外への反射光量が、複数の粒子が集積する位置への
反射光量よりも大きい
　角度分布であることを特徴とする。拡散反射層で反射された光のうち粒子集積部位に向
かう反射光の割合が小となるので、粒子に照射されて吸収される光の割合が少なくなり、
明表示の輝度が従来の等方性散乱層を用いたものよりも明るくなる。
【００１４】
　また本発明は、
　複数の閉空間が並置された基板と、該閉空間に内包された複数の粒子と、各閉空間を基
板面方向に互いに分割する隔壁と、該閉空間に入射した光を反射する反射面を備え、該複
数の粒子が、該閉空間内で、拡散して該反射面を遮蔽する位置と、集積して反射面を露出
する位置との間で移動して、反射光の強度を変化させることにより、明暗の表示状態を形
成する表示装置であって、
　該反射面の少なくとも一部は、該複数の粒子が反射面を露出する位置にあるときに、入
射光を指向性を有して拡散反射し、該指向性を有する拡散反射の光強度の角度分布は、
（１）隔壁への反射光量が、反射面を等方拡散反射面と仮定したときの隔壁への反射光量
と比較して小さく、かつ
（２）隔壁以外への反射光量が隔壁への反射光量よりも大きい
　角度分布であることを特徴とする。
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【００１５】
　隔壁で仕切られたセル構造をもち、反射光が隔壁に向かう割合が小となるように拡散反
射層の指向性を調節するので、隔壁に照射されて吸収される光の割合が少なくなり、同じ
く、明表示時において従来の等方性散乱層を用いたものよりも明るくなる。
【００１６】
　前記反射面は、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い一部の反射面での指向性を
、その他の反射面での指向性よりも強くするように、指向性拡散反射層に分布を持たせる
ことで、明表示時における明るさがさらに向上する。
【００１７】
　前記反射面からの光強度の角度分布は、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い領
域で、法線方向に対して、複数の粒子が集積する位置からまたは隔壁から遠ざかる方向に
偏った非対称な分布であり、それ以外の領域では、法線方向に対して対称な角度分布であ
ることが好ましい。これによって隔壁付近の反射を画素中央方向にシフトさせる効果があ
る。
【００１８】
　前記反射面を互いに異なる反射特性を有する複数の反射面に分割し、分割された各々の
反射面の光強度の角度分布を、粒子が集積する位置または隔壁から離れるにつれて、指向
性に関しては強から弱に段階的または連続的に変化させ、非対称性に関しては強から弱ま
たは無に段階的または連続的に変化させることにより、反射面の指向性及びオフアキシス
強度を細分化して段階的または連続的に変化させることができる。
【００１９】
　前記反射面を、複数の粒子が集積する位置または隔壁に近い領域で鏡面になるようにし
、それ以外の領域では拡散反射面にすることも本発明の好ましい形態である。
【００２０】
　前記反射面の、前記粒子が集積する位置または隔壁に近い領域の少なくとも一部を、前
記粒子が集積する位置または隔壁に向かって上り方向に傾斜させると、偏った光強度角度
分布を容易に得ることができる。
【００２１】
　前記基板の少なくとも一部を透明にし、前記反射面を半透過性にし、かつ該基板の下側
に光源を具備することにより、半透過型の表示装置とすることができる。
【００２２】
　観察者側に前方散乱層を設ける、すなわちフロント側に更に前方散乱層を配置して金属
感を消すことも好ましい形態である。
【００２３】
　前記複数の粒子が、黒色であって、前記隔壁が、前記複数の粒子と同じ色であると、隔
壁が粒子と同じ色になり、その結果、暗表示時の光吸収を増やし、コントラストを向上さ
せる。
【００２４】
　前記閉空間の各々に一対の電極が配置され、少なくとも一方の電極の表面が前記反射面
の少なくとも一部をなすようにすれば、電極と反射面を兼ねる構成となる。
【００２５】
　前記閉空間の各々に、反射面の上にカラーフィルターが配置され、該カラーフィルター
が前記反射面の上にあるようにすれば、着色した反射面となる。
【００２６】
　前記閉空間の各々に一対の電極を配置し、少なくとも一方の電極が透明で前記反射面の
上にあるようにもできる。
【００２７】
　前記閉空間の各々にカラーフィルターが配置され、前記カラーフィルターが、前記反射
面と前記透明電極との間に配置されてもよい。
【００２８】
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　前記複数の粒子が、帯電した粒子であり、絶縁性の液体中に分散されて前記閉空間に内
包されているときは、電気泳動表示装置になる。
【００２９】
　理想的等方散乱反射層を用いる場合と比較すると、拡散反射面で反射した光のうち、明
表示時に複数の粒子が集積した位置または隔壁に向かって進行する反射光の強度を減らし
、それ以外の領域、すなわち観察面に向かって進行する反射光の強度を高めるように拡散
反射面の指向性が設定される。その結果，実質的な反射率を向上させ、明るい表示が可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００３１】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表
示装置の隣接する２つの画素の構成を示す図であり、同図において、（Ａ）は画素の平面
図、（Ｂ）は画素のＸ－Ｙ断面図である。
【００３２】
　同図において、１、２は所定間隙を開けた状態に配置された第１基板及び第２基板であ
り、この第１及び第２基板１、２の間隙に配置された閉空間には絶縁性液体３及び複数の
帯電泳動粒子４が内包されている。５、６は絶縁性液体３に近接するように配置された第
１電極及び第２電極であり、これらの第１電極５及び第２電極６の間に電圧を印加し、帯
電泳動粒子４を第１電極５の側または第２電極６の側に移動させることにより、明暗二つ
の表示を行うように構成されている。
【００３３】
　７は第１基板１及び第２基板２の間隙に配置され、間隙を複数の閉空間に仕切るための
隔壁であり、絶縁性液体３及び複数の帯電泳動粒子４は、第１及び第２基板１、２及び隔
壁７によって形成される、画素に対応する閉空間に封入されるように構成されている。そ
して、このように隔壁７によって画素ａ、ｂを１つずつ仕切るようにすることにより、画
素（閉空間）内を移動可能な複数の粒子である帯電泳動粒子４の他の画素への移動を抑制
でき、各画素ａ、ｂの帯電泳動粒子４の数を実質的に等しくして品質のよい表示を行うこ
とが可能となる。
【００３４】
　なお、本実施の形態において、この隔壁７は、画素ａ、ｂを１つずつ仕切るように配置
しているが、１つの画素を更に複数に仕切るように配置しても、或いは複数の画素を仕切
るように、つまり、隣接する隔壁７の間に複数の画素が含まれるように配置してもよい。
【００３５】
　次に、第１及び第２基板１、２、絶縁性液体３、帯電泳動粒子４、第１電極５、第２電
極６、隔壁７の材料、製造方法等について説明する。
【００３６】
　第１及び第２基板１、２の材料としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）等のプラスチックフィルム
の他、ガラスや石英等を使用することができる。また必要に応じて、接着層や封止層など
を積層する。またステンレスなどの金属フィルムを用いてもよい。こ場合は、適宜表面絶
縁材料で被覆する。なお、電気泳動表示装置を反射型とした場合、観察者側に配置される
方の基板（第２基板２）や基材には透明な材料を使用する必要があるが、他の基板（第１
基板１）には、ポリイミド（ＰＩ）などの着色されているものを用いてもよい。
【００３７】
　絶縁性液体３の材料としては、イソパラフィン、シリコーンオイル及びキシレン、トル
エン等の非極性溶媒であって透明なものを使用することができる。
【００３８】
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　帯電泳動粒子４の材料としては、着色されていて絶縁性液体中で正極性または負極性の
良好な帯電特性を示す材料、例えば各種の無機顔料や有機顔料やカーボンブラック、或い
は、それらを含有させた樹脂を使用することができる。なお、帯電泳動粒子４の粒径は、
通常０．０１μｍ～１０μｍ程度のものを使用できるが、分散性やコントラストの観点か
ら０．５μｍ～６μｍ程度のものを用いるのが好ましい。
【００３９】
　また、上述した絶縁性液体３や帯電泳動粒子中には、帯電泳動粒子４の帯電を制御し、
安定化させるための荷電制御剤を添加しておくのが好ましい。なお、このような荷電制御
剤としては、モノアゾ染料の金属錯塩やサリチル酸や有機四級アンモニウム塩やニグロシ
ン系化合物などを用いることができる。
【００４０】
　更に、絶縁性液体中には帯電泳動粒子同士の凝集を防ぎ、分散状態を維持するための分
散剤を添加するのが好ましい。なお、このような分散剤としては、リン酸カルシウム、リ
ン酸マグネシウム等のリン酸多価金属塩、炭酸カルシウム等の炭酸塩、その他無機塩、無
機酸化物、或いは有機高分子材料などを用いることができる。
【００４１】
　第２電極６は、パターニング可能な導電性材料、例えば、チタン（Ｔｉ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）等の金属或いは、カーボンや銀ペースト、或いは有機導電膜にて
形成するのが好ましく、第１電極５は銀やＡｌ等の光反射性の高い材料にて形成するのが
好ましい。更に、電極同士の絶縁や、電極から帯電泳動粒子４への電荷注入を防止するよ
う第１電極５及び第２電極６の表面を不図示の絶縁層で被覆することが好ましい。
【００４２】
　隔壁７の材料としては、基板と同一の材料を用いても良く、アクリルなどの感光性樹脂
を用いても良い。また、隔壁７の形成方法としては、例えば感光性樹脂層を塗布した後、
露光及びウエット現像を行う方法、または別に作製した障壁を接着する方法、印刷法によ
って形成する方法等を用いることができる。なお、隔壁７と第１基板１とをホットエンボ
ス加工などにより一体成型により形成してもよい。
【００４３】
　ところで、第１電極５は、入射光に対して拡散反射機能を有している。なお、以下、説
明を簡略にするため、「電極での反射」という表現を採るが、この表現は、対象となる電
極そのものの表面反射特性を利用する場合（電極の表面を所望の形状にするための例えば
凹凸層などの下地層を併用してよい）と、鏡面状態の電極上に形成した、例えば体積位相
型ホログラムや光拡散物質の拡散特性を利用する場合と、これらの構造上に更に透明電極
を具備する場合の意味を含む。
【００４４】
　同図において、符号ａで示す第１画素は、第２電極側（隔壁側）に帯電泳動粒子４が集
積した状態、言い換えれば隔壁側電極部側に帯電泳動粒子４が集積した状態となっており
、この状態のとき画素（閉空間）に入射される入射光８は、それぞれ第１電極部５により
反射され、明表示となる。また、符号ｂで示す第２画素は、第１電極５に沿って帯電泳動
粒子４が拡散するよう移動した状態であり、この状態のとき入射光８は概ね帯電泳動粒子
４に吸収され、暗表示となる。
【００４５】
　ここで、本実施の形態において、第１電極５の拡散反射機能は、明表示時において、帯
電泳動粒子４が集積している領域の近傍、すなわち隔壁７近傍に向けて進行する反射光の
強度が、反射面で理想的な等方散乱反射すると仮定した場合の光の強度と比較して小さく
、かつ他の領域、即ち観察面に向けて進行する反射光９の強度よりも小さくなるように指
向性が設計されている。そのため、明表示時において隔壁７近傍に集積した帯電泳動粒子
４による光吸収が等方散乱反射層を用いる場合と比較して小さくなり、結果として画素全
体では明るい表示が可能となる。
【００４６】
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　なお、反射光９の進行方向は、入射光の入射角度に依存して変化するから、反射光強度
の角度分布は、光源の位置に依存する。すなわち、光源の位置の変動に伴い、帯電泳動粒
子４に進入する光の割合が増大する条件もあり得る。従って、指向性拡散反射特性は、表
示装置の主たる使用条件、すなわち光源の位置などの入射光の条件に合わせて、明表示時
に帯電泳動粒子４が集積する位置または隔壁に向けて反射光が進行する割合や強度が小さ
くなるような反射光強度の角度分布が実現すればよい。一般的な表示装置の使用条件では
、例えば、表示装置の表示面すなわち第２基板２表面に対して法線方向或いは法線方向か
ら±３０°以内からの入射光に対して、本発明の拡散反射特性を得ることができるように
指向性を設計することが好ましい。しかし、入射光条件はこれに限定されるわけではない
。
【００４７】
　また、拡散反射特性が指向性を有していることから、反射強度は、観察者の観察位置に
依存して変化する。従って観察位置によっては反射強度のゲインが大きくならず、必ずし
も明るい表示が得られないこともあり得る。そこで表示装置の主たる観察条件で明表示時
により明るくなるように拡散反射特性の指向性を設計すればよい。一般的な表示装置の使
用条件では、例えば、観察者が第２基板２表面の法線方向に対して少なくとも約±５°以
内の位置から表示装置を観察しているものとして指向性を設計すればよい。もちろんより
広い範囲、例えば法線方向に対して約±３０°の位置から観察して、明るい表示が得られ
るように指向性を設計することがより好ましいことであることはいうまでもない。
【００４８】
　これまで述べたように、特殊な使用条件、例えば、交通車両の吊り広告表示や天井付近
の曲面部に設けられた広告表示等に利用する場合では、光源すなわち交通車両の室内灯の
位置は表示装置の表示面法線方向から大きくずれた位置に配置され、また観察者も表示面
法線方向からずれて表示装置を観察する場合があり得る。このような場合には、当然、光
源、表示装置、観察者の位置関係から、反射光強度の角度分布が、観察面に進行する反射
光の強度が、明表示時に粒子が集積している位置、及び／または隔壁に進行する反射光の
強度よりも大きくなるように、指向性を設定すればよい。但し、以下の説明においては、
説明を簡単にするため、特段の断りがない限り、観察面法線方向からの入射光が支配的で
あるものとして説明を行う。
【００４９】
　ところで、この拡散反射機能を有する第１電極５の製造方法としては、例えばガラスに
微細な凹凸を作り、金属を蒸着する方法や、感光性樹脂を塗布した後、露光及びウェット
現像を行い、凹凸を作製した後に金属を蒸着する方法や、金属層上に屈折率の異なる粒子
と樹脂の混合層を形成する方法や、干渉露光によってホログラムを作製する方法等がある
が、所望の散乱特性と指向性を得ることができれば、どのような方法で作製しても構わな
い。
【００５０】
　例えば、図２の（Ａ）に示される拡散反射機能を有する電極（拡散反射層）は、まず第
１基板１上に感光性樹脂層を堆積させた後、露光、現像して連続した凸部を有する凹凸層
１０を形成し、次に感光性樹脂からなる凹凸層１０の上に金属層１１を蒸着して形成され
たものである。なお、凹凸層１０形成後、金属層１１の蒸着に先立ち、熱処理や溶剤処理
を行って、凸部形状をなだらかにするなど、多少変形させてもよい。
【００５１】
　一方、同図の（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ（Ａ）と比較して指向性が強くなるように設計
されたものであり、（Ｂ）のものは、（Ａ）のものと比較して凹凸層１０の凸部の密度は
変わらないが、凸部の高さがより低く設計されている。そして、このように設計した場合
、拡散反射層は（Ａ）のものより、より鏡面に近づくため、反射される光はより狭い範囲
にのみ拡散し、結果として指向性が強くなる。
【００５２】
　また、同図の（Ｃ）のものは、（Ａ）のものと比較して凹凸層１０の凸部の高さは変わ
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らないが、凸部の密度がより小さく設計されており、このように設計した場合、拡散反射
層は（Ａ）のものより平坦な領域が増えるため、より鏡面に近い構造となり、反射される
光はより狭い範囲に拡散し、結果として指向性が強くなる。なお、同図（Ｃ）では平坦な
領域が凸部の下端に形成されているが、凸部の上端に平坦領域を形成してもよい。
【００５３】
　また、同図の（Ｄ）のものは、斜面に凹凸層１０を形成するように設計されており、こ
れにより反射される光は傾斜方向の範囲に拡散することができる。そして、このように反
射される光を傾斜方向の範囲に拡散させるようにした場合、拡散反射層は（Ａ）のものと
比較して傾斜面に垂直な方向に反射特性（反射光強度の角度分布）をずらすことができ、
観察面から見て、同図の（Ａ）とは異なる指向性を付与することができる。
【００５４】
　また同図の（Ｅ）のものは、凸部の形状に非対称性を有する凹凸層１０であって、（Ｄ
）と同じく、非対称性の指向特性を付与することができる。
【００５５】
　図２の説明において、「凸部を形成する」と表現したが、感圧樹脂、熱可塑性樹脂、感
光性樹脂などによる平坦な層を基板１上に形成した後、その一部の除去または変形して、
連続した凹部を形成しても類似の凹凸層の構造が得られることはいうまでもない。
【００５６】
　また凸部または凹部の、高さまたは深さ、面積、傾斜角などの寸法は一定である必要は
必ずしもなく、所望の光学特性を得ることができるのであれば一定である必要はない。例
えば適切な範囲内でガウス分布をとっていてもよい。
【００５７】
　また凹凸構造は周期的である必要はなく、無秩序な凹凸パターンを用いることは、表示
時におけるモアレの発生を抑制する効果がある。
【００５８】
　ところで、粒子移動型表示装置の場合は、観察者によって視認される着色された粒子の
展開面積の大小によって明暗が決定されるので、反射型液晶表示装置と異なり、拡散反射
層の形状を設計する際に、反射光の偏光解消が発生しないように注意を払う制限はない。
またその表面の凹凸が帯電泳動粒子４の動作不良を引き起こす可能性が低いため、先に記
したように最表面を、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液体３に隣接して配置さ
れる場合には、これらと直接接することのないよう、絶縁性材料で被覆することが好まし
いとしても、その表面の平滑性を確保することは必ずしも必要としない。
【００５９】
　このような構成の電気泳動表示装置を用いて白黒、或はカラー表示を行うには、帯電泳
動粒子４や他の部材を適宜着色しておく必要がある。
【００６０】
　例えば、白黒表示を行なう場合には、帯電泳動粒子４の色を黒色とする。なお、第１電
極５としては、適切な表面形状を有する凹凸層１０上に、アルミニウムなど鏡面反射特性
を有する材料からなる金属層を形成すれば、特に着色する必要はない。或いは、金属面（
鏡面）上に、体積位相ホログラムや微粒子などをこれとは屈折率の異なる樹脂バインダー
中に分散させてなる光拡散層を形成して成してもよい。
【００６１】
　また、特に正反射成分が視覚的に金属的に見えることを抑制するために、更に、第２基
板２側に、アンチグレア層などの前方散乱層を配置してもよい。
【００６２】
　一方隔壁７は、少なくともその表面が、帯電泳動粒子４と実質的に同色に着色されてい
ることが好ましい。その理由は、暗表示時における混色を抑制することにより、コントラ
ストを高めることができるからである。同様の理由により、第１電極６と第２電極５の隙
間を帯電粒子４と実質的に同色に着色してもよい。
【００６３】
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　また、第１基板１を透明とし、第１電極５を半透光性に形成し、第１基板１の下部に、
光源、導光板、プリズムシートなどからなるバックライトを配置して、半透過型の表示装
置を構成してもよい。図３に第１電極５近傍の構成外略図を示す。この場合、凹凸層１０
を透明に、金属層１１の厚さを薄くして半透光性とし、バックライト３１からの光の少な
くとも一部が、第２基板２に進行するように調整する。金属層１１の厚さを加減すること
で、反射と透過の比率を所望の値に調整することができる。しかしながら金属層１１の厚
さを薄くすると、電気伝導性が低下し、電極としての機能が低下する場合があり得る。そ
のような場合には、金属層１１の上部に別途透明電極１１Ａを設けて、第１電極５を構成
してもよい。透明電極１１Ａを構成する材料としては、ＩＴＯ、ＺｎＯなどの無機酸化物
や有機導電性材料など従来公知のものを持ちいればよい。なお図３では、透明電極１１Ａ
が金属層１０の上に直接形成されているが、途中に不図示の層、例えば平坦化層を介在さ
せても構わない。また先に記したように、透明電極１１Ａ上に、それが帯電泳動粒子４を
分散させた絶縁性液体３に隣接して配置される場合には、これらと直接接することのない
よう、不図示の絶縁層を形成しておくことが好ましい。
【００６４】
　本実施の形態において、第２電極６は、図１に示すように、隔壁７と第１基板１との間
に配置されているが、隔壁７の内部に形成しても、隔壁７の表面に形成してもよい。
【００６５】
　また、図４（Ａ）に示すように隔壁全体を電極として、隔壁を兼ねた第２電極６１とし
てもよい。この場合も、隔壁自体を電極材料で形成しても、別途作製した隔壁の表面を導
電性材料で被覆して形成してもよい。なお、第２電極６１或いはその表面は、帯電泳動粒
子４と実質的に同色に着色されていることが好ましい。
【００６６】
　また、隔壁７と第１基板１との間に第２電極を配置する場合、隔壁７の真下に形成する
場合、同図（Ｂ）に示すように、第２電極６２が第１電極５側に若干張り出していてもよ
い。また、同図（Ａ）と同図（Ｂ）の電極構造を組み合わせてもよい。なお、第２電極６
２或いはその表面は、帯電泳動粒子４と実質的に同色に着色されていることが好ましい。
更に隔壁７或いはその表面は、帯電泳動粒子４と実質的に同色に着色されていることが好
ましい。
【００６７】
　更にまた、同図（Ｃ）に示すように、第２電極６３を隔壁７近傍ではなく、画素中央部
に形成してもよい。この場合は、理想的等方散乱反射層での反射を仮定する場合と比較し
て、明表示（画素ａ）時における帯電泳動粒子４の集積する位置に進行する反射光の強度
が小さく、それ以外の領域、即ち観察面に進行する反射光の強度が大きくなるように、第
１電極５の指向性拡散反射特性を調整する。なお第２電極６３或いはその表面は、帯電泳
動粒子４と実質的に同色に着色されていることが好ましい。更に隔壁７或いはその表面は
、帯電泳動粒子４と実質的に同色に着色されていてもよく、この場合、明表示時において
隔壁７に進行する反射光の強度が小さく、それ以外の領域、即ち観察面に進行する反射光
の強度が大きくなるように、第１電極５の指向性拡散反射特性を調整する。
【００６８】
　更にまた、第２電極を隔壁７と第２基板２との間に配置してもよい。図４を用いて説明
した何れの場合においても、第２電極６１，６２，６３は、それが帯電泳動粒子４を分散
させた絶縁性液体３に隣接して配置される場合には、これらと直接接することのないよう
、その表面を絶縁性材料で被覆しておくことが好ましい。
【００６９】
　（第２の実施の形態）
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係るカラー粒子移動型表示装置の一例であるカラ
ー電気泳動表示装置の画素の構成を示す図である。カラー表示を行うようにする場合は、
第１の実施の形態（図１）で示した帯電泳動粒子４として所望の色のものを利用する他、
帯電泳動粒子４としては実質的に黒色のものを用い、第１電極５が配置された領域を所望
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の色に着色してもよい。ここで、第１電極５が配置された領域を着色する方法としては、
・　第１電極５自体を着色する方法
・　第１電極５上に更に別途着色層を配置する方法
・　第１電極５自体またはその上に形成されたホログラム拡散体を用いて特定の波長光の
みを選択的に反射する方法
・　鏡面電極と光拡散層を組み合わせる場合には、第１電極上に形成された光拡散層を着
色する方法
等がある。更には、第２基板側に従来公知のカラーフィルタを配置してもよい。
【００７０】
　図５は、赤、緑、青の副画素を二次元配列した画素によりカラー表示を行う電気泳動表
示装置の画素の構成を示す図であり、同図に示すように、画素５１は第１副画素５２、第
２副画素５３、第３副画素５４により構成されると共に隣接する副画素境界部には隔壁７
がそれぞれ形成されている。
【００７１】
　そして、各副画素５２～５４には、それぞれ図１の第１電極５に対応する、指向性拡散
反射機能を有する第１電極５５～５７が形成されている。更に、これらの第１電極５５～
５７の上には半透明の赤色着色層５８、緑色着色層５９、青色着色層６０が各々に形成さ
れている。
【００７２】
　更に、図１の第２電極６に対応する電極として、隔壁７の表面に第２電極６４が形成さ
れている。既に説明したようにその表面を、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液
体３に隣接して配置される場合には、これらと直接接することのないよう、不図示の絶縁
性材料で被覆しておくことが好ましい。また、第２電極６４自体或いはその表面を、帯電
泳動粒子４と実質的に同色に着色しておくことが好ましい。
【００７３】
　これにより、例えば帯電泳動粒子４として黒色のものを用いた場合、各副画素内の帯電
泳動粒子４が各副画素５２～５４の第１電極５５～５７に沿って拡がると、画素として黒
色が視認される。
【００７４】
　一方、帯電泳動粒子４を各副画素５２～５４の第２電極６４上に集積すると、白色とし
て視認される。更に、例えば、同図に示すように第２副画素５３及び第３副画素５４内の
帯電泳動粒子４のみを第１電極上に堆積させると、赤色が視認される。同様にして、緑色
、青色を始め、赤色、緑色、青色の加法混色により様々な色を呈することができる。
【００７５】
　ここで重要なことは、赤、緑、青の３つの互いに異なる着色層５８～６０をもつ副画素
５２～５４を用いた加法混色によるカラー表示を行う電気泳動表示装置においては、画素
単位で見ると、他の２つの色を完全に吸収する理想的な着色層を用いた場合、各色の光の
利用効率が１／３に低下することである。従って白表示時において、理想的等方散乱の反
射板（白色散乱板）の反射率と比較して、原理的に反射率は１／３に低下する。一方、指
向性を有する拡散反射層を用いることによって、主たる観察方向の反射光強度を高めるこ
とができるから、この方向から表示を観察した場合には反射率が増大し、紙を用いた印刷
表示により近い明るい反射型カラー表示を実現することができる。
【００７６】
　なお、着色層の色については、赤、緑、青に替えて、シアン、マゼンタ、イエローを組
み合わせてもよく、またこれら各色を有する副画素の配置パターンにも、特段の制限はな
く、当該分野にて従来公知の様々な配置が利用できることはいうまでもない。
【００７７】
　なお、第１電極５５～５７上に着色層５８～６０を形成することにより、第１電極５５
～５７から帯電泳動粒子４までの距離が長くなり、駆動電圧の上昇や動作時間の増加が発
生し得る。このような問題を低減するために、図３の構成と同じく、例えば第１電極５５
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の構成として、図６にその一部を示すように、着色層５８上に別途透明電極層１１Ａを形
成してもよい。係る透明電極層１１Ａは、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液体
３に隣接して配置される場合には、これらと直接接することのないよう、不図示の絶縁性
材料でその表面を被覆しておくことが好ましい。図６は、第１電極５５の場合を示したが
、他の第１電極５６、５７についても同様の構成としてよいことはいうまでもない。
【００７８】
　また、カラー粒子移動型表示装置においても、第１の実施の形態で述べた通り、第２電
極の形状や位置については、図４等に示した通り、隔壁７自体の少なくとも一部、隔壁７
の内部の少なくとも一部、隔壁７と第１基板１との間、隔壁７と第２基板２との間の何れ
かまたはこれらの組み合わせにより配置すればよい。
【００７９】
　更にまた、カラー粒子移動型表示装置においても、第１の実施の形態で述べた通り、第
２基板２側に更に前方散乱層を配置したり、第２電極５５～５６を半透過性とし、かつ第
１基板１を実質的に透明な材料とし、かつ第１基板１の下部にバックライトを配置して、
半透過型のカラー粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【００８０】
　（第３の実施の形態）
　図７は、本発明の第３の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表
示装置の隣接する２つの画素の構成を示す図であり、同図において、（Ａ）は画素の平面
図、（Ｂ）は画素のＸ－Ｙ断面図である。
【００８１】
　画素の構成は先に図１を用いて説明した第１の実施の形態と同様の部分については、図
１と図７において同じ符号を用いてあるので、以下、相違点について説明する。
【００８２】
　図１における第１電極５と異なり、本実施の形態において、第１電極１５は図７に示す
ように、画素ａ、ｂの中央部に位置する中央電極部１５Ａと、隔壁７の近傍に位置する隔
壁側電極部１５Ｂとにより構成されており、これら中央電極部１５Ａ及び隔壁側電極部１
５Ｂは何れも拡散反射機能を有しているが、後述するように反射特性が異なる。なお、こ
れらの電極表面は、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液体３に隣接して配置され
る場合には、これらと直接接することのないよう、不図示の絶縁性材料で被覆しておくこ
とが好ましい。
【００８３】
　同図において、符号ａで示す第１画素は、第２電極６側（隔壁側）に帯電泳動粒子４が
集積した状態、言い換えれば隔壁側電極部側に帯電泳動粒子４が集積した状態となってお
り、この状態のとき画素（閉空間）中央部に入射される入射光８Ａ及び隔壁側に入射され
る入射光８Ｂは、それぞれ中央電極部１５Ａ及び隔壁側電極部１５Ｂにより反射され、明
表示となる。また、符号ｂで示す第２画素は、第１電極１５（中央電極部１５Ａ及び隔壁
側電極部１５Ｂ）に沿って帯電泳動粒子４が拡散するよう移動した状態であり、この状態
のとき入射光８Ｃは概ね帯電泳動粒子４に吸収され、暗表示となる。
【００８４】
　ここで、本実施の形態において、拡散反射機能を有する第１電極１５のうち、中央電極
部１５Ａは反射光の指向性が比較的弱い拡散反射領域を構成しており、隔壁側電極部１５
Ｂは、反射光の指向性が比較的強い拡散反射領域を構成している。これにより、第１画素
ａ（明表示）において、中央電極部１５Ａへ入射した入射光８Ａは、中央電極部１５Ａの
指向性が弱いため、同図に示すように広い範囲に散乱した反射光９Ａとなり、広い視野角
を維持することができる。また、中央電極部１５Ａが、比較的広い範囲に反射光が進行す
るような弱い指向性の拡散反射機能を有していても、隔壁７及び帯電泳動粒子４の集積し
ている位置から離れているので、これらに進入する反射光の割合を比較的小さく保つこと
ができる。
【００８５】
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　一方、隔壁側電極部１５Ｂへ入射した入射光８Ｂは、隔壁側電極部１５Ｂの指向性が強
いため、同図に示すように狭い範囲に散乱した反射光９Ｂとなり、これに伴い隔壁７近傍
に集積した帯電泳動粒子４及び隔壁７に進行する反射光９Ｂの割合は減少する。これによ
り、比較的指向性の弱い拡散反射機能を有する電極のみを用いて第１電極を構成した場合
と比較して、帯電泳動粒子４や隔壁７により構成される光吸収部における反射光９Ｂの吸
収割合が減り、画素全体としての反射率が向上する。なお、隔壁７またはその表面は、第
１の実施の形態で既に述べたように、帯電泳動粒子４と実質的に同色に着色しておくこと
が好ましい。
【００８６】
　このように、第１電極１５を指向性の弱い拡散反射領域を構成する中央電極部１５Ａと
、指向性の強い拡散反射領域を構成する隔壁側電極部１５Ｂの２種類の電極部１５Ａ、１
５Ｂ（領域）とによって構成することにより、言い換えれば、画素ａ、ｂの中央部を指向
性の弱い拡散反射領域とし、隔壁側を指向性の強い拡散反射領域とすることにより、画素
全体としての反射率を比較的広い視野角範囲で向上させることができ、明るい表示が可能
となる。
【００８７】
　ところで、この拡散反射機能を有する第１電極１５における中央電極部１５Ａ及び隔壁
側電極部１５Ｂの製造方法としては、第１の実施の形態で説明した第１電極５を作製する
方法が利用できる。
【００８８】
　例えば、図２に示した拡散反射機能を有する第１電極（拡散反射層）の構成について、
同図の（Ｂ）、（Ｃ）はそれぞれ（Ａ）と比較して指向性が強くなるように設計されたも
のであるから、例えば、（Ａ）のものを中央電極部１５Ａに、（Ｂ）または（Ｃ）のもの
を隔壁側電極部１５Ｂとして利用すれば、指向性の異なる２種類の電極部１５Ａ、１５Ｂ
（領域）を形成することができる。
【００８９】
　また、同図の（Ｄ）や（Ｅ）のものを、隔壁側電極部１５Ｂとして利用してもよい。こ
れらを用いることにより、隔壁７や明表示時の帯電泳動粒子４の集積する位置に向かって
進行する反射光の割合を低減できる。
【００９０】
　本実施の形態の構成を基に、第２の実施の形態で説明したような、カラー粒子移動型表
示装置を構成することができる。図８にその構成を示す。図５（第２の実施の形態）と比
較して、第１電極５５～５７を、各々、反射光の指向性が比較的弱い拡散反射機能を有す
る中央電極部５５Ａ～５７Ａと反射光の指向性が比較的強い拡散反射機能を有する隔壁側
電極部５５Ｂ～５７Ｂの組み合わせによる、第１電極５５１、５６１、５７１に変更した
点が異なっている。なお、この場合も第２の実施の形態で述べたように、着色層５８～６
０の上に、更に透明電極を配置してもよい。
【００９１】
　また、白黒表示構成、カラー表示構成を問わず、第１及び第２の実施の形態で既に説明
した様々な隔壁及び電極構成の利用が可能であり、また、前方散乱層の使用も可能であり
、また第１電極を半透光性とし、かつ第１基板１を実質的に透明とし、かつ第１基板１の
下部にバックライトを配置して、半透過型の粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【００９２】
　（第４の実施の形態）
　第３の実施の形態では、第１電極を２種類の拡散反射機能を有するように構成したが、
これに限定されることなく、３種類以上の互いに異なる複数の拡散反射機能を有するよう
に構成してもよい。例えば、図９に示すように、第１電極１６を、４種類の異なる指向性
の領域を構成する電極部１６Ａ～１６Ｄにより構成すると共に、これらの電極部１６Ａ～
１６Ｄを、中央部から隔壁側に向って指向性が強くなるように、つまり、隔壁近傍の電極
部１６Ｄの指向性を最も強く、隔壁より最も遠い中央部の電極部１６Ａの指向性を最も弱
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くなるように、段階的に指向性が変化するように拡散反射機能を実装してもよい。
【００９３】
　なお、同図では、第１電極１６はストライプ状に形成された電極部１６Ａ～１６Ｄによ
り指向性の異なる領域を形成しているが、隔壁７及び／または明表示時における帯電泳動
粒子４の集積部近傍の拡散反射層の指向性を、それ以外の領域と比べて強くすることがで
きるならば、第１電極１６に存在している指向性の異なる拡散反射領域の形は、同心円状
や同心の四角形状等の形状としても良い。また、指向性の変化が段階的ではなく、連続的
となる構成としてもよい。
【００９４】
　本実施の形態の構成を基に、第２及び第３の実施の形態で説明したような、カラー粒子
移動型表示装置を構成することができる。また、第１及び第２の実施の形態で既に説明し
た様々な隔壁及び電極構成の利用が可能であり、また、前方散乱層の使用も可能であり、
また、第１電極を半透光性とし、かつ第１基板１を実質的に透明とし、かつ第１基板１の
下部にバックライトを配置して、半透過型の粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【００９５】
　（第５の実施の形態）
　第３及び第４の実施の形態の説明において、隔壁及び／または明表示時の帯電泳動粒子
集積部近傍の拡散反射層の指向性を、それ以外の領域と比べて強くするよう、例えば、第
３の実施の形態において、第１電極１５は指向性の弱い拡散反射領域を構成する中央電極
部１５Ａと、指向性の強い領域を構成する隔壁側電極部１５Ｂの２種類の電極部１５Ａ、
１５Ｂ（領域）を備えているが、本発明はこれに限られるものではなく、例えば図１０に
示すように第１電極１７の画素中央部に対応する上面には入射光を散乱させるための比較
的弱い指向性の拡散反射機能を有する中央電極部１７Ａを形成すると共に、隔壁７近傍領
域の第１電極１７の隔壁電極部１７Ｂを、実質的に鏡面（金属反射面）とするようにして
もよい。ここで、図１０の符号は第１電極１７を除き、図７のそれと一致している。
【００９６】
　そして、このような構成した場合、図１０に示すように、拡散反射機能を有する中央電
極部１７Ａへ入射した光８Ｄは、同図に示すように広い範囲に散乱した反射光９Ｄとなり
、広い視野角を維持することができる。また、隔壁電極部１７Ｂに入射した光８Ｅは、反
射面が鏡面となっているため、隔壁７近傍に集積した帯電泳動粒子４に進行する割合が小
さくなり、反射率が向上する。なお、第１電極１７の隔壁電極部１７Ｂを鏡面とした場合
、金属感が強く視認されることがあるが、これを緩和するには、既に記したように、第２
基板２に前方散乱層を設けるとよい。
【００９７】
　更には、本実施の形態の構成を基に、第２及び第３の実施の形態で説明したような、カ
ラー粒子移動型表示装置を構成することができる。また、第１及び第２の実施の形態で既
に説明した様々な隔壁及び電極構成の利用が可能である。また第１電極１７を半透光性と
し、かつ第１基板１を実質的に透明とし、かつ第１基板１の下部にバックライトを配置し
て、半透過型の粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【００９８】
　（第６の実施の形態）
　図１１は、本発明の第６の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動
表示装置の明表示状態にある画素の断面構成を示す図である。第３の実施の形態では、指
向性に関して、第１電極を２種類の拡散反射機能を有するように構成したが、本実施の形
態で示すように反射強度の角度依存に関する対称性を変化させてもよい。以下、第３の実
施の形態（図７）との相違点について説明する。
【００９９】
　図７における第１電極１５に代えて、本実施の形態における第１電極１８は、画素の中
央部に位置する中央電極部１８Ａと、隔壁７及び帯電泳動粒子４の集積部の近傍に位置す
る隔壁側電極部１８Ｂ及び１８Ｃとにより構成されている。これらの電極間で、反射強度
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の角度依存に関する対称性が異なるように指向性が設計されている。なお、第１電極１８
の表面は、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液体３に隣接して配置される場合に
は、これらと直接接することのないよう、不図示の絶縁性材料で被覆しておくことが好ま
しい。
【０１００】
　図１１において、基板面に平行な観察面の法線方向からの入射光８Ｇ～８Ｉに対する反
射光９Ｇ～９Ｉの強度の角度依存に関して、隔壁側電極部１８Ｂ及び１８Ｃでは、前記法
線方向に対して非対称な分布（９Ｈ、９Ｉ）をとっており、かつ各々画素中央部方向に偏
っている。これにより、隔壁７や帯電泳動粒子４が集積する位置に進行する反射光の割合
が減り、明るい反射型表示を得ることができる。このような非対称の反射強度の分布をと
るための反射層構造としては、例えば、図２（Ｅ）で示した構造などを用いればよい。一
方、中央電極部１８Ａにおいては、これまで述べてきた各実施の形態における反射特性同
様の前記法線方向に対して対称的な角度分布（９Ｇ）をとればよく、視野角特性の向上に
寄与する。
【０１０１】
　本実施の形態で示した反射光強度の角度分布の対称性の変化を、２種類の反射層ではな
く、第４の実施の形態で述べた構造と同じく、３種以上の反射層を組合わせて段階的、連
続的に変化させてもよい。
【０１０２】
　更には、本実施の形態の構成を基に、第２及び第３の実施の形態で説明したような、カ
ラー粒子移動型表示装置を構成してもよい。また、第１及び第２の実施の形態で既に説明
した様々な隔壁及び電極構成の利用が可能である。また第１電極１８を半透光性とし、か
つ第１基板１を実質的に透明とし、かつ第１基板１の下部にバックライトを配置して、半
透過型の粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【０１０３】
　（第７の実施の形態）
　図１２は、本発明の第７の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動
表示装置の明表示状態にある画素の断面構成を示す図である。第１～第６の実施の形態に
おいては、何れの第１電極も実質的に第１基板１表面に対して実質的に平行に形成されて
いたが、画素中央部から隔壁７に向けて、上り方向に傾斜させてもよい。以下、第３の実
施の形態（図７）との相違点について説明する。
【０１０４】
　図７における第１電極１５に代えて、本実施の形態における第１電極１９は、画素の中
央部に位置する中央電極部１９Ａと、隔壁７及び帯電泳動粒子４の集積部の近傍に位置す
る隔壁側に向けて上り勾配を有する傾斜電極部１９Ｂ及び１９Ｃとにより構成されている
。なお、第１電極１９の表面は、それが帯電泳動粒子４を分散させた絶縁性液体３に隣接
して配置される場合には、これらと直接接することのないよう、不図示の絶縁性材料で被
覆しておくことが好ましい。
【０１０５】
　図１２において、基板面に平行な観察面の法線方向からの入射光８Ｊ～８Ｌに対する反
射光９Ｊ～９Ｌに関して、傾斜電極部１９Ｂ及び１９Ｃでは、隔壁７や帯電泳動粒子４の
集積部に進行する反射光の割合が減り、明るい反射型表示を得ることができる。傾斜電極
部１９Ｂ及び１９Ｃにおける反射特性について、中央電極部１９Ａと同じ反射特性（観察
面法線方向からの入射光に対する反射光強度の角度分布が対称形）を有する材料を傾斜配
置するだけでもよいが、既に説明してきたように、中央電極部と比較して、その指向性を
強めたり、非対称性を強めたりしてもよい。また鏡面としてもよい。
【０１０６】
　更には、本実施の形態の構成を基に、第２及び第３の実施の形態で説明したような、カ
ラー粒子移動型表示装置を構成してもよい。また、第１及び第２の実施の形態で既に説明
した様々な隔壁及び電極構成の利用が可能である。また第１電極１９を半透光性とし、か
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つ第１基板１を実質的に透明とし、かつ第１基板１の下部にバックライトを配置して、半
透過型の粒子移動型表示装置を構成してもよい。
【０１０７】
　次に、これまで説明した実施の形態の実施例及び比較例について説明する。
【０１０８】
　（実施例１）
　本実施例では図７に示す構造の電気泳動表示装置を作製する。ここで、一つの画素ａ、
ｂの大きさは１００μｍ×１００μｍとし、第１基板１には厚さ１．１ｍｍのガラス基板
を用い、画素ａ，ｂの境界部分には隔壁７を配置する。そして、この隔壁７の幅を５μｍ
とし、高さを１８μｍとする。また、第１電極１５は各画素ａ、ｂの中央部分に配置し、
幅９０μｍ、厚さ０．１μｍとする。その内の中央部、幅７５μｍ角の領域を中央電極部
１５Ａ、その周囲の領域を、隔壁電極部１５Ｂと設定する。更に、第２電極６は画素境界
部分（隔壁７と第１基板１との間）に配置し、幅５μｍ、厚さ０．１μｍとする。
【０１０９】
　次に、本実施例に係る電気泳動表示装置の製造方法について説明する。
【０１１０】
　まず、第１基板１に凹凸層１０を形成するための感光性樹脂（図２参照）（商品名：Ｏ
ＭＲ８３－２０Ｃｐ、東京応化製）を厚さ１．２μｍとなるように塗布する。この後、フ
ォトリソグラフィー及びウェット現像により、第１電極１５の中央電極部１５Ａの領域は
、１つの画素に対する感光性樹脂の割合が５０％になるように、また、隔壁側電極部１５
Ｂの領域は、１つの画素に対する感光性樹脂の割合が３０％になるように凸部をパターニ
ング形成し、更にこの後、１２０℃で３０分熱処理する。
【０１１１】
　次に、凹凸層１０を形成した第１基板１に金属層１１（図２参照）としてアルミニウム
を厚さ１５０ｎｍで成膜し、引き続き、フォトリソグラフィー及びウェットエッチングに
よりパターニングして中央電極部１５Ａ及び隔壁側電極部１５Ｂを形成する。
【０１１２】
　引き続き、絶縁性の樹脂（アクリル樹脂）を第１電極１５を形成した第１基板１上に塗
布し、熱処理を行う。次に、チタンを成膜し、フォトリソグラフィー及びドライエッチン
グによりパターニングを行い、第２電極６を形成する。次に、感光性エポキシ樹脂を塗布
し、露光及びウェット現像を行うことによって隔壁７を形成する。次に、ブラックマトリ
クス材料を塗布し、フォトリソグラフィー及びウェットエッチングによりパターニングを
行い、第１電極１５上のブラックマトリクス層を除去する。
【０１１３】
　そして、この隔壁７と第１基板１及び第２基板２によって形成される区画（閉空間）に
絶縁性液体３及び帯電泳動粒子４を内包する。ここで、絶縁性液体３にはイソパラフィン
（商品名：アイソパー、エクソン社製）を用い、帯電泳動粒子４には粒径１～２μｍ程度
のカーボンブラックを含有したポリスチレン－ポリメチルメタクリレート共重合樹脂を使
用する。なお、イソパラフィンには、荷電性制御としてコハク酸イミド（商品名：ＯＬＯ
Ａ１２００、シェブロン社製）を含有させる。
【０１１４】
　一方、第２基板２に紫外線硬化性樹脂層（封止層）を塗布する。なお、この第２基板２
には、厚さ２５μｍのポリエチレンテレフタレートを用い、硬化性樹脂層の材質は、ポリ
エチレングリコールメタクリレートを主成分とする混合物とする。
【０１１５】
　そして、硬化性樹脂層が絶縁性液体３に接触するように押し付け紫外線を照射し、紫外
線硬化性樹脂層を硬化させるとともに、隔壁７と第２基板２とを接着する。これに不図示
の電圧印加回路を接続して表示装置とする。
【０１１６】
　次に、このようにして作製される電気泳動表示装置の第１電極１５に＋３０Ｖの駆動電
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圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。もしくは第１電極１５に－３０Ｖ
の駆動電圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。電圧の印加時間を１００
ｍｓとすると、帯電泳動粒子４は残ることなく移動し、良好な駆動を得る。
【０１１７】
　また、観察面の法線方向から３０°の位置から光を入射する時の、０°（法線）方向に
おける反射率は約６０％となり、良好なコントラストが得られる。
【０１１８】
　（実施例２）
　本実施例では図９に示す構造の電気泳動表示装置を作製する。ここで、第１電極１６は
４種類の反射特性を備えた指向性反射層とし、同図の電極部１６Ａの領域は、１つの画素
に対する感光性樹脂の割合が５０％になるように、電極部１６Ｂの領域は、同様に４０％
になるように、電極部１６Ｃの領域は、同様に３０％になるように、電極部１６Ｄの領域
は、同様に２０％になるように、パターニングする。また、第２電極６は画素の対峙する
２辺にのみ配置する。これら以外は、実施例１と同様に作製する。
【０１１９】
　次に、このようにして作製される電気泳動表示装置の第１電極１６に＋３０Ｖの駆動電
圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。もしくは第１電極１６に－３０Ｖ
の駆動電圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。電圧の印加時間を１００
ｍｓとすると、帯電泳動粒子４は残ることなく移動し、良好な駆動を得る。
【０１２０】
　また、観察面の法線方向から３０°の位置から光を入射する時の、０°（法線）方向に
おける反射率は約６０％となり、良好なコントラストが得られる。
【０１２１】
　（実施例３）
　本実施例では図１０に示す構造の電気泳動表示装置を作製する。ここで、第１基板２に
は厚さ１．１ｍｍのガラス基板を用い、画素の境界部分には隔壁７を配置すると共に隔壁
３の幅を５μｍとし、高さを１８μｍとする。
【０１２２】
　まず、反射層を兼ねる第１電極１７を各画素の中央に、アルミニウムで幅９０μｍ、厚
さ０．１μｍに形成する。更に、第１電極１７上、画素中央部に幅６０μｍ×６０μｍの
大きさに、酸化チタン微粒子を含有したアクリル樹脂からなる光拡散層を形成し、拡散反
射機能を有する中央電極部１７Ａを形成する。引き続き、絶縁性の樹脂（アクリル樹脂）
を第１電極１７と光拡散層を形成した第１基板１上に塗布し、熱処理を行う。
【０１２３】
　更に、第２電極６を画素境界部分（隔壁７と第１基板１との間）に酸化クロムを用いて
幅５μｍ、高さ５μｍに形成する。更にその上に、感光性エポキシ樹脂を塗布し、露光及
びウェット現像を行うことによって黒色の隔壁７を形成する。次に、ブラックマトリクス
材料を塗布し、フォトリソグラフィー及びウェットエッチングによりパターニングを行い
、第１電極１７上のブラックマトリクス層を除去する。また、第２基板２には、ヘイズ値
５０％の前方散乱層を用いる。これら以外は、実施例１と同様に作製する。
【０１２４】
　次に、このようにして作製される電気泳動表示装置の第１電極１７に＋３０Ｖの駆動電
圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。もしくは第１電極１７に－３０Ｖ
の駆動電圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。電圧の印加時間を１００
ｍｓとすると、帯電泳動粒子４は残ることなく移動し、良好な駆動を得る。
【０１２５】
　また、観察面の法線方向から３０°の位置から光を入射する時の、０°（法線）方向に
おける反射率は約６０％となり、良好なコントラストが得られる。
【０１２６】
　（実施例４）
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　本実施例では図１２に示す構造の電気泳動表示装置を作製する。ここで、中央電極部１
９Ａを幅６０μｍ×６０μｍに形成する共に、鏡面を有する傾斜電極部１９Ｂ、１９Ｃを
第１基板１に対して傾斜を持たせるように構成する。これら以外は、実施例３と同様に作
製する。
【０１２７】
　次に、このようにして作製される電気泳動表示装置の第１電極１９に＋３０Ｖの駆動電
圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。もしくは第１電極１９に－３０Ｖ
の駆動電圧を印加し、第２電極６に０Ｖの駆動電圧を印加する。電圧の印加時間を１００
ｍｓとすると、帯電泳動粒子４は残ることなく移動し、良好な駆動を得る。
【０１２８】
　観察面の法線方向の３０°から光を入射する時の、０°方向における反射率は約６０％
となり、良好なコントラストが得られる。
【０１２９】
　また、観察面の法線方向から３０°の位置から光を入射する時の、０°（法線）方向に
おける反射率は約６０％となり、良好なコントラストが得られる。
【０１３０】
　（比較例）
　本比較例では図１３に示す構造の従来の電気泳動表示装置を作製する。第１基板１上に
感光性樹脂をパターニングせず、Ａｌを厚さ１５０ｎｍで成膜し、フォトリソグラフィー
及びウェットエッチングによりパターニングして第１電極２５を形成する。第１電極２５
は反射層を兼ね、第１電極２５と絶縁性液体３の間に等方散乱層１２を配置する。これ以
降の工程は、実施例１と同様に作製する。
【０１３１】
　次に、このようにして作製される電気泳動表示装置の第１電極２５に＋３０Ｖの駆動電
圧を印加し、第２電極２６に０Ｖの駆動電圧を印加する。もしくは第１電極２５に－３０
Ｖの駆動電圧を印加し、第２電極２６に０Ｖの駆動電圧を印加する。電圧の印加時間を１
００ｍｓとすると、帯電泳動粒子４は残ることなく移動し、良好な駆動を得る。
【０１３２】
　しかしながら、観察面の法線方向の３０°から光を入射する時の、０°方向における反
射率は約４０％となる。
【０１３３】
　これら各実施例及び比較例から明らかなように、第１電極１５、１６、１７の、帯電泳
動粒子４を集積させる隔壁側近傍領域における反射光の指向性を、第１電極１５、１６、
１７の他の領域の指向性よりも強くし、隔壁側に集積した帯電泳動粒子４及び隔壁７に向
う反射光を減少させることにより、明表示時、隔壁側に集積した帯電泳動粒子４に反射光
が吸収し難くすることができる。これにより、反射率を向上させることができ、明るい表
示が可能となる。
【０１３４】
　なお、これまでの説明において、絶縁性液体３と帯電泳動粒子４を隔壁７と第１基板１
及び第２基板２によって形成された閉空間に内包させるようにした場合について述べてき
たが、本発明は、これに限らず、絶縁性液体３と帯電泳動粒子４は、マイクロカプセル内
に充填した状態で各画素に配置させてもよく、その場合、マイクロカプセルは１個以上、
各画素に配置される。また、帯電泳動粒子４としては、１種類（１色）のものを用いたが
、複数の種類（色）のものを用いても良い。
【０１３５】
　更に、これまでの説明においては、粒子移動型表示装置の一例として電気泳動表示装置
について説明を行なったが、本発明は、これに限らず分散液体を用いず、粒子を気体中で
移動させてコントラストを発生させる、いわゆるトナーディスプレイと呼ばれる乾式の表
示装置や、液晶中に分散させた粒子を移動させてコントラストを発生させる微粒子分散型
表示装置など、粒子を移動させることにより、反射層における入射光の反射条件を、変化
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させ、少なくとも明暗二つの表示状態を形成する表示装置であれば、広く応用することが
できる。
【０１３６】
　また更に、これまでの説明においては、複数の粒子を反射層の端部側に集積させるよう
にした場合について述べてきたが、本発明はこれに限らず、例えば反射層の中央部（画素
中央部）に粒子を集積させても良い。また、粒子が集積する粒子位置を観察側基板として
も良い。そして、このように粒子を集積させた場合、粒子集積部の近傍領域における反射
光の指向性を、反射層の他の領域の指向性よりも強くするように構成する。
【０１３７】
　また更に、これまで説明した構成を組合わせてなる粒子移動型表示装置としても、明る
い反射型或いは半透過型の表示装置を構成できる。
【０１３８】
　また更に、これまで説明した構成の画素を複数個規則的に２次元状に配列し、例えば、
ＴＦＴ等の駆動回路と組み合わせて表示装置を構成してもよい。その場合、ＴＦＴのソー
ス電極またはドレイン電極と本発明の表示装置の第１電極とを電気的に接続する必要が発
生する場合もあるが、その場合、必要に応じて反射層の一部を貫通する導電性ヴィアを形
成して接続を行なってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表示
装置の隣接する２つの画素の構成を示す図。
【図２】上記電気泳動表示装置に設けられた拡散反射機能を有する第１電極の形成方法及
び指向性を付与するための構造を説明する図。
【図３】上記電気泳動表示装置を半透過型表示装置として用いる場合の第１基板及び第１
電極近傍の構成を示す図。
【図４】上記電気泳動表示装置の隔壁及び第２電極の構成を示す図。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例であるカラー電気泳
動表示装置の画素の構成を示す図。
【図６】上記カラー電気泳動表示装置を構成する副画素における、第１電極及び着色層近
傍の構成を示す図。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表示
装置の隣接する２つの画素の構成を示す図。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例であるカラー電気泳
動表示装置の画素の構成を示す図。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表示
装置の画素の構成を示す図。
【図１０】本発明の第５の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表
示装置の隣接する２つの画素の構成を示す図。
【図１１】本発明の第６の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表
示装置の画素の構成を示す図。
【図１２】本発明の第７の実施の形態に係る粒子移動型表示装置の一例である電気泳動表
示装置の画素の構成を示す図。
【図１３】従来の電気泳動表示装置の一例を説明するための図。
【符号の説明】
【０１４０】
１　　　　　第１基板
１Ａ　　　　第１基板
２　　　　　第２基板
２Ａ　　　　第２基板
３　　　　　絶縁性液体
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４　　　　　帯電泳動粒子
５　　　　　第１電極
５Ａ　　　　中央電極部
５Ｂ　　　　隔壁側電極部
６　　　　　第２電極
７　　　　　隔壁
７Ａ　　　　隔壁
８　　　　　入射光
９　　　　　反射光
１０　　　　凹凸層
１１　　　　金属反射層
１１Ａ　　　透明電極
１２　　　　等方散乱層
１３　　　　光吸収部
１５　　　　第１電極
１５Ａ　　　中央電極部
１５Ｂ　　　隔壁電極部
１６　　　　第１電極
１７　　　　第１電極
１７Ａ　　　中央電極部
１７Ｂ　　　隔壁電極部
１８　　　　第１電極
１８Ａ　　　中央電極部
１８Ｂ、１８Ｃ　　　隔壁電極部
１９　　　　第１電極
１９Ａ　　　中央電極部
１９Ｂ、１９Ｃ　　　傾斜電極部
２５　　　　第１電極
２６　　　　第２電極
３０　　　　第１電極
３０ａ　　　隔壁近傍部分
３１　　　　バックライト
３３、３４　入射光
３３ａ、３４ａ　　反射光
５１　　　　画素
５２、５３、５４　副画素
５５、５６、５７　第１電極
５５Ａ、５６Ａ、５７Ａ　中央電極部
５５Ｂ、５６Ｂ、５７Ｂ　隔壁電極部
５８、５９、６０　着色層
６１、６２、６３　第２電極
５５１、５６１、５７１　副画素
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